
埼玉県環境基本計画関係第１１節
第５次埼玉県環境基本計画－２９指標－
Ⅰ 温室効果ガス＊排出実質ゼロとする脱炭素社会＊、持続的な資源利用を可能とする循環型社会＊づくり

施 策 の 方 向 指 標 目標設定時 直 近 値 最終目標値 単 位

１ 気候変動対策の推進

温室効果ガスの排出量削減率
H３０年度 R４年度 R８年度

％
１２＊４５ １９．６ ３５

新車（乗用車）販売台数における電動車の割合
R元年 R６年 R８年

％
３９．９ ６３．５ ５６．０

２
資源の有効利用と廃棄物＊の適正
処理の推進

一般廃棄物＊の再生利用率
R元年度 R５年度 R８年度

％
２３．７ ２４．３ ３５．０

家庭系ごみの１人１日当たりの排出量
R元年度 R５年度 R８年度

g/人・日
５２８ ４９０ ４２８

食品ロス＊量
H３０年度 R４年度 R８年度

万t
２６．６ １８．０ ２３．３

一般廃棄物の１人１日当たりの最終処分量
R元年度 R５年度 R８年度

g/人・日
３４ ３０ ２７

産業廃棄物＊の最終処分量
R元年度 R５年度 R８年度

万t
１９．３ １５．５ １４．８

＊４５ 策定時に判明していた暫定値であり、確定値は１１．８。ただし、各種統計データの年報値の修正、算定方法の見直し等により、再計算される場合がある。
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温室効果ガス
ハイライト表示
太陽放射により暖められた地表面の熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体。地球温暖化対策の推進に関する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類が温室効果ガスとして定義されている。大気中の濃度が増加することで地球の平均気温の上昇（地球温暖化）をもたらす。

脱炭素社会
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による吸収量との均衡（実質的な排出量ゼロ）が達成された社会。

循環型社会
ハイライト表示
製品などが廃棄物になることを抑制し、それらが収集・廃棄されたときに有用なものを循環的に利用し、循環的利用ができないものは適正に処分して天然資源の消費を抑制し、環境負荷を低減する社会をいう。

廃棄物
ハイライト表示
その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となった物をいい、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物は、主として家庭から発生する生ごみなどの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥や、建物解体現場から発生する木くず、がれき類などの産業廃棄物の二つに大別される。

一般廃棄物
ハイライト表示
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。一般家庭から排出される生活系ごみ（いわゆる家庭ごみ）のほか、事業所などから排出される産業廃棄物以外の廃棄物も事業系ごみ（いわゆるオフィスごみなど）として含まれる。

食品ロス
ハイライト表示
本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品。事業活動に伴って発生するものと家庭から発生するものがある。

産業廃棄物
ハイライト表示
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令により定められた20種類（汚泥、廃油、廃プラスチック等）の廃棄物。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る危険性の高い産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に分類される。



Ⅱ 安心、安全な生活環境と生物の多様性が確保された自然共生社会づくり

施 策 の 方 向 指 標 目標設定時 直 近 値 最終目標値 単 位

３ みどりの保全と創出

身近な緑の創出面積
－ R４年度～Ｒ６年度の累計 R４年度～R８年度の累計

ha
－ １７９．６ ２５０．０

緑の保全面積
R２年度 R６年度 R８年度

ha
５５７ ５６９．３ ５６９

みどりのポータルサイトへのアクセス数
R２年度 R６年度 R８年度

回/年
１７，０００ ８５，６２７ ３５，０００

森林の整備面積
－ R４年度～R６年度の累計 R４年度～R８年度の累計

ha
－ ３，９３６ １２，５００

県産木材の供給量
R２年度 R６年度 R８年度

㎥
９６，０００ ８７，０００ １２０，０００

民有林内の路網密度
R２年度末 R６年度末 R８年度末

m/ha
２３．２ ２４．５ ２５．４

４ 生物多様性＊と生態系＊の保全

希少野生動植物種＊の新規保護増殖箇所数
－ R４年度～Ｒ６年度の累計 R４年度～R８年度の累計

箇所
－ ７ １０

生物多様性の認知度
R２年度 R６年度 R８年度

％
６７．７ ６７．８ ７５．０以上
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生物多様性
ハイライト表示
生き物たちの豊かな個性とつながりのこと。生物多様性条約では、生物多様性を「全ての生き物の間に違いがあること」と定義し、生態系の多様性、種間（種）の多様性、種内（遺伝子）の多様性という3つのレベルでの多様性があるとしている。

生態系
ハイライト表示
植物、動物などの生物とそれらを取り巻く大気、水、土などの無機的な環境を総合した系（システム）。生態系は動物・植物の再生産や、水や大気を循環させる仕組みを持っており、人間は食料・水・木材など様々な恩恵を受けている。

希少野生動植物種
ハイライト表示
野生動植物のうち、その種の存続に支障を来す程度に個体数が著しく少ないか、又は、著しく減少しつつあるもの。



施 策 の 方 向 指 標 目標設定時 直 近 値 最終目標値 単 位

５ 恵み豊かな川との共生と水環境の
保全

SAITAMAリバーサポーターズの個人サポーター数（累計）
R２年度末 R６年度末 R８年度末

人
０ ２１，８９３ ２４，０００

生活排水処理率
R２年度 R６年度 R８年度

％
９３．１ ９４．３ １００．０

環境基準＊（BOD＊）を達成した河川の割合
R２年度 R６年度 R８年度

％
９５ ９１ １００

１年間の地盤沈下量が２㎝以上の地域の面積
R２年度 R６年度 R８年度

㎡
０ ０ ０

６ 安全な大気環境や身近な生活環境
の保全

微小粒子状物質（PM２．５）＊の濃度
R２年度 R６年度 R８年度

㎍/㎥
１０．３ ９．２ １０．０

建築物の解体等現場における大気環境中の石綿＊濃度１本
/L以上の現場数

R２年度 R６年度 R８年度
－

１ １ ０

化学物質管理に関連する研修会の参加事業所数（累計）
R２年度 R６年度 R８年度

事業所
４９３ １，１１０ １，１５０
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環境基準
ハイライト表示
環境基本法に基づき「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」と定めている。ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法で定めている。これは、行政上の政策目標として定められているもので、公害発生源を直接規制するための基準（いわゆる規制基準）とは異なる。

生物化学的酸素要求量（BOD）
ハイライト表示
生活環境項目の一つであり、河川水や工場排水、下水などに含まれる有機物による汚濁の程度を示すもので、水の中に含まれる有機物が一定時間、一定温度のもとで微生物によって生物化学的に酸化されるときに消費される酸素の量をいう。単位は㎎/Lで表示され、数値が大きいほど汚濁の程度が高い。

微小粒子状物質（PM2.5）
ハイライト表示
大気中に浮遊する物質のうち、粒径2.5μm（マイクロメートル：μm＝100万分の1m）以下の小さな物質。肺の奥深くまで入りやすく健康への影響も大きいと考えられている。

石綿
ハイライト表示
天然に存在する繊維状鉱物で、アスベストとも呼ばれる。安価で丈夫なため、昭和30年（1955年）頃から多くの建築物等に使用されていたが、石綿の粉じんを吸い込むと肺がんや中皮腫を発症するおそれがあり、平成18年（2006年）9月以降原則として製造等が禁止されている。



Ⅲ あらゆる主体の参画による持続可能な社会構築のための産業・地域・人づくり

施 策 の 方 向 指 標 目標設定時 直 近 値 最終目標値 単 位

７
経済との好循環と環境科学・技術
の振興

環境SDGs＊関連セミナーの参加企業数（累計）
R２年度 R６年度 R８年度

社
８０ ５６０ ７８０

研究成果の発表件数（累計）
R２年度 R６年度 R８年度

件
３，４７９ ４，２１１ ４，７００

環境分野における海外との交流者数（累計）
R２年度 R６年度 R８年度

人
１，０４５ １，３８５ １，４８０

８
地域資源の活用や交流・連携によ
る地域づくり・人づくり

埼玉版スーパー・シティプロジェクトに取り組む市町村数
R２年度末 R６年度末 R８年度末

市町村
０ ５６ 全市町村

地域清掃活動団体の登録数（累計）
R２年度末 R６年度末 R８年度末

団体
７８７ ９９５ １，０８０

環境アドバイザー＊及び環境学習応援隊＊の数（累計）
R２年度末 R６年度末 R８年度末

者
１８８ ２２７ ２４８

環境科学国際センター利用者数（累計）
R２年度 R６年度 R８年度

人
９７７，０３１ １，１５１，０７２ １，２４６，０００
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SDGs
ハイライト表示
Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。平成13年（2001年）に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、平成27年（2015年）9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、令和12年（2030年）までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っている。

環境アドバイザー
ハイライト表示
地域における自主的な環境保全活動を支援するため、環境に関する豊富な知識や経験を有する人を「環境アドバイザー」として登録し、広く県民に紹介する制度。令和2年度から、「環境教育アシスタント制度」及び「川の国アドバイザー制度」を統合した。

環境学習応援隊
ハイライト表示
企業等から学校等に人材を派遣したり、学習プログラムを提供したりすることで、学校等における環境学習を支援する制度。事業の趣旨に賛同する企業等を環境学習応援隊として登録している。


